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令和２年２月１０日発行（次号 2月 25日） 

編集：総務課（担当：二川
ふたがわ

 智南美
ち な み

 33-6002） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

http://www.town.shintomi.lg.jp/ 

本紙は、ホームページからダウンロードできます。 お知らせ版 No.2 

宮崎県では、３月の自殺対策強化月間に合わせて、「ワンストップ相談会」を実施します。 

○日 時：令和２年３月１４日（土）１０：３０～１６：００まで（※受付終了は１５：３０） 

○場 所：ハローワークプラザ宮崎（宮崎市大塚台西１丁目１-３９） 

○内 容：法律・経済・こころ・福祉などに関する相談窓口を一箇所に設け県民の悩みに関する 

相談に専門機関の相談員が対応します。 

    【専門機関】宮崎県弁護士会、宮崎県司法書士会、宮崎県看護協会、宮崎県公認心理

師・臨床心理士会、宮崎県精神保健福祉士協会、宮崎県自殺防止センタ

ー、宮崎公共職業安定所（ハローワーク宮崎） 

○対象者：宮崎県在住の方 

○料 金：無料 

○申込み方法：事前申込みは不要 

ワンストップ相談会についてお知らせ 

問合せ：宮崎県福祉保健課 地域福祉保健・自殺対策担当 

☎0985-26-7075 

これからも、いきいきと元気に楽しく過ごしていくための、ヒントになるお話を聞いてみません

か。自分のためだけでなく親や子供、大切な人にも必ず役立つ話です。ご夫婦・お友達同士、老若

男女かかわらず、お越しください。お待ちしております。 

○日 時： 令和２年２月２７日（木）１９：００～２０：３０ 

○演 題： 「今！聞いておきたい 病気を防ぐ講演会」 

○講 師： 宮崎県立看護大学教授（医師） 江藤 敏治氏 

○内 容： アルコールとの上手な付き合い方、おいしく食べて太らない間食の食べ方 等 

○場 所： 役場 保健相談センター１階 体力体格測定室 

○定 員： ３０名 

○申 込： ２月２５日（火）までにいきいき健康課（３３－６０５９）までご連絡ください。 

健康づくり講演会の開催について 募集 

問合せ：いきいき健康課 

（担当）岩村薫☎33-6059 

 ○日時：令和２年２月２７日（木）  ◆傍聴について 

          ９：３０開会                  ・会議の傍聴をされる方は、当日、開催予定時刻の 10 

 ○場所：新富町役場 ３階 Ａ会議室    分前までに開催場所にて受付を済ませてください。 

・定員を超えた場合及び議案の内容により入場を制限 

する場合があります 

 

問合せ：教育総務課 

（担当）押川
おしかわ

美香
み か

☎33-6079 

  新富町３月定例教育委員会の開催について お知らせ 
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人材を求める県内企業と県内就職希望者の出会いの場として、県外２会場で就職説明会を開催し

ます。 

会 場 日 時 

福岡（福岡ファッションビル） 
３月１５日（日）交流会：１２：３０～１３：２０ 

 面談：１３：３０～１６：００ 

東京（新宿エルタワー） ３月２２日（日）面談：１３：００～１６：００ 

●対象者  県内での就職を希望する方 

●参加企業 県内に事業所等を有し、県内で就業する人材を募集する企業６５社程度（参加企業

は、宮崎県庁ホームページで御確認ください。「宮崎県ふるさと就職説明会」で検索） 

●主な内容 企業との個別面談会、企業担当者との交流会（福岡会場のみ） 

●受付   開始時間の３０分前 

●参加料  無料（事前申込み不要） 

 

「ふるさと就職説明会」参加者募集 募集 

問合せ：宮崎県雇用労働政策課☎0985-26-7105 

一ツ葉有料道路は、令和２年２月２９日から有料期間を新たに１０年間延長し、通行料金の値下

げを行います。 

■ 旧回数券の払戻し  

旧回数券は、令和２年２月２９日以降のご利用ができなくなりますので、払戻し手続きを 

お願いいたします。 

・払戻し期 間： 令和２年２月２０日から受け付けますが、５月３１日までに手続きを完了 

していただきますようお願いいたします。 

・払戻し場所等： 宮崎県道路公社 ９：００～１７：００（土・日曜、祝日を除く） 

一ツ葉有料道路北線・南線管理事務所 ９：００～１７：００（無休） 

■ 新回数券の販売場所等 

・宮崎県道路公社、一ツ葉有料道路北線・南線管理事務所 令和２年２月２２日から発売予定 

・回数券委託販売所 令和２年２月２９日から発売予定 

■ 詳しくは、ホームページをご覧ください。 

   一ツ葉有料道路の有料期間延長と料金値下げお知らせ 

問合せ：宮崎県道路公社☎0985-25-1588 FAX0985-20-7406 

『犯罪被害者等の人権』 

 犯罪被害者等ということばは、犯罪の被害者とその家族や遺

族のことです。犯罪に巻き込まれてしまった被害者はもちろ

ん、周りの人もつらい思いをしています。 

 一つは被害にあったことに対しての精神的ショックや体の

不調が挙げられます。そのことで、外出ができなくなったり、

今までできていた日常のことができなくなったり、「また同じ

ような目に合うのではないか」という不安や恐怖を感じたりし

ます。もう一つは、その治療のための医療費等の負担による経

済的な困難が挙げられます。このように、犯罪被害者等の人た

ちは大変な思いをしていますが、むりに励まそうとしないほう

がいい場合もあります。励まされることを負担に感じたりする

人もいるからです。苦しんでいる人のことをよく理解し、お互

いに支えあう社会をつくりましょう。 

「もし、自分がその立場だったら」とつねに考え差別のない

平和な社会をつくりましょう。 

総務課 井下 ☎33-6002   

     新富町に引っ越してき

て       から髪を切っていなか

ったので、久々に美容院へ。顎の

ラインできれいにそろえ、アイロ

ンでつやつやにしてもらいまし

た。夫がどんな反応をするかなと

思って帰ると、第一声が「お義母

さん？」でした。その時の私の形

相と夫の末路はご想像にお任せし

ます。皆さま、パートナーが髪を

切った時は発言に十分ご注意くだ

さい。（総務課 二川） 

編集後記
きまぐれなつぶやき

 


